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習志野市公共施設等再生推進審議会（第３期）について 

設置根拠 

 習志野市公共施設再生基本条例第８条         

◎ 市長は、公共施設の再生に関する施策を推進するため公共施設等再生推進審議

会を置く。 

設置期間 

 令和２年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 （予定） 

役 割 

 習志野市公共施設再生基本条例の目的である「公共施設の建替え、統廃合、長寿

命化及び老朽化対策改修に計画的に取組むことにより、持続可能な行財政運営の下

で、時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供し、誰もが住みたくなるよ

うな魅力あるまちづくりを推進する」ための施策に関し、調査及び審議を行い市長

に報告すること。 

審議会のスケジュールと主な審議内容（案） 

令和 2 年度 

第 1 回審議会 令和 2 年 7 月 6 日（月）15 時～ 

 ・会長及び副会長選出、諮問 

  ・習志野市の取組みについて 

 ・習志野市の財務書類に基づく財務分析について 

 ・諮問事項について（諮問事項に関する委員による意見交換等） 

第 2 回審議会 令和 2 年 10 月 27 日（火）10 時～ 【予定】 

 ・諮問事項に関する審議 

第 3 回審議会 令和 3 年 1 月予定 

 ・諮問事項に関する審議 

 ・提言書の骨子について 

令和 3 年度 

第 4 回審議会 令和 3 年 5 月予定 

 ・提言書（案）について 

第 5 回審議会 令和 3 年 8 月予定 

 ・提言書（案）について 

第 6 回審議会 令和 3 年 10 月予定 

 ・提言書（案）について 

 ・答申書について（答申書を市長に提出） 

参考１ 
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○習志野市公共施設等再生基本条例 

平成２６年７月７日 条例第１５号 

改正 平成２９年１２月２８日 条例第１６号 

（題名改称） 

（目的） 

第１条 この条例は、公共施設等の建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な

取組について、その基本理念及び基本的事項を定め、持続可能な行財政運営の下で、時代

の変化に対応した公共サービスを継続的に提供することにより、誰もが住みたくなるよう

な魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 公共施設等 市が所有する施設であって、次に掲げるのもののうち規則で定めるものを

いう。 

ア 建築物 

イ 道路、都市公園等の土木施設 

ウ 下水道 

エ 水道施設 

オ ガス工作物 

(２) 再生 建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組をいう。 

(３) 関係団体 地縁型組織、特定非営利活動法人その他の営利を目的としない団体で、主に

市内において公共施設等の再生又は管理運営若しくは維持保全を行うものをいう。 

(４) 事業者 公共施設等の再生に関する事業（以下「公共施設等再生事業」という。）を行

う法人その他の団体（前号に掲げるもの並びに国及び地方公共団体を除く。）及び個人を

いう。 

（基本理念） 

第３条 公共施設等の再生は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

(１) 文教住宅都市憲章の理念にのっとり、市民の生命、身体及び財産の安全を第一義としつ

つ、教育及び文化の向上を図り、健康で文化的な生活を実現するよう実施すること。 

(２) 限られた資源の有効的な活用及び効率的かつ効果的な事業手法を導入し、次世代に過度

の負担を課さず、世代間の公平性が確保されるよう取り組むこと。 

(３) 公共施設等の再生の実施に当たっては、人口減少社会の到来、経済の成熟化等社会経済

情勢の変化を踏まえつつ、市、市民、関係団体及び事業者が連携及び協働して取り組むこ

と。 

（市の責務） 

第４条 市は、公共施設等再生事業について総合的かつ計画的な取組に努めるものとする。 

２ 市は、公共施設等の現状を把握し、人口動態、財政状況等客観的なデータに基づく中長期

の予測の下で、効率的かつ効果的に公共施設等再生事業に取り組むものとする。 
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３ 市は、公共施設等再生事業に関する財源を確保することに努めるものとする。 

４ 市は、公共施設等再生事業を推進するに当たっては、市民の理解と協力を求めるととも

に、公共施設等に関する情報をわかりやすく周知するものとする。 

５ 市は、公共施設等再生事業を推進するに当たっては、公共施設等の再生に関する理解を深

めることを通じて公共の福祉の増進に寄与し、効率的な再生事業に積極的に参画及び協力

するよう、関係団体及び事業者に対して求めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、次世代の負担を軽減するため、公共施設等の再生並びに管理運営及び維持保

全に必要となる現在及び将来の財政負担に関する理解を深め、より良い資産を次世代に引

き継ぐよう努めるものとする。 

（関係団体及び事業者の責務） 

第６条 関係団体及び事業者は、その活動において、市が推進する公共施設等再生事業に積極

的に参画し、協力するよう努めるものとする。 

２ 関係団体及び事業者は、公共施設等の効率的かつ効果的な管理運営及び維持保全に関し、

より有効な方法の追求及び技術の向上に努めるものとする。 

（調査及び計画） 

第７条 市長は、公共施設等の再生に関する情報の一元的な調査、収集及び整理を定期的に実

施するとともに、その結果を公表するものとする。 

２ 市長は、公共施設等の再生に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、前項の結果

に基づき、公共施設等の再生に関する計画を策定するものとする。 

３ 市長は、前項の計画における事業効果を検証し、その検証結果及び人口動態、財政状況等

市を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、当該計画を見直すものとする。 

（公共施設等再生推進審議会） 

第８条 市長は、公共施設等の再生に関する施策を推進するため、公共施設等再生推進審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、公共施設等の再生に関する事項を調査審議する。 

３ 審議会は、委員６人以内で組織し、委員は公共施設等の再生に関し識見を有する者及び

公募に応じた市民のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の際、現に存する公共施設の再生に関する計画は、第７条第２項の規定に

より策定されたものとみなす。 

附 則（平成２９年１２月２８日条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する公共施設等（第１条の規定による改正後の習志野市公共施

設等再生基本条例（以下「新条例」という。）第２条第１号アに規定するものを除く。）の

再生に関する計画は、新条例第７条第２項の規定により策定されたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の習志野市公共施設再生基本条例第８

条第３項の規定により委嘱されている公共施設再生推進審議会の委員は、新条例第８条第

３項の規定により公共施設等再生推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。 

  



令和2年7月6日（月） 令和2年度 第1回 習志野市公共施設等再生推進審議会 

6 

 

○習志野市公共施設等再生基本条例施行規則 

≪改正履歴省略≫ 

（趣旨） 

第１条 この規則は、習志野市公共施設等再生基本条例（平成２６年条例第１５号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２９規則６０・一部改正） 

（公共施設） 

第２条 条例第２条第１号に規定する規則で定める施設は、別表に掲げるとおりとする。 

（平２９規則６０・一部改正） 

（審議会の組織） 

第３条 条例第８条第１項の公共施設等再生推進審議会（以下「審議会」という。）に会長及び

副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理

する。 

（平２９規則６０・一部改正） 

（審議会の会議） 

第４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第５条 審議会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説

明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（審議会の庶務） 

第６条 審議会の庶務は、公有財産管理の総括担当課において処理するものとする。 

（会長への委任） 

第７条 第３条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

≪附則省略≫ 

 

≪別表省略≫ 


